
国の補助金増額を活用した
住宅耐震化の促進

江戸川区都市開発部住宅課

１．江戸川区の概要

面積 49.09k㎡

人口 692,801人 （Ｈ29.4.1現在）

江戸川、荒川などの河川
と東京湾に囲まれ、大部
分が０ｍ地帯。

昭和40年代から急速に
都市化したが、木造住宅
密集地域も点在。



今後30年のうちに70％の確率で起こるとされる

東京湾北部地震での被害想定
（江戸川区内）

死傷者 8,300人余

建物の全壊 約8,500棟

最大震度７ マグニチュード７.３の場合

２．江戸川区耐震改修促進計画
（平成28年３月改訂）





■戸建住宅

３．江戸川区の耐震改修助成実績
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■分譲マンション



４．国の補助金増額

平成28年10月 平成28年度第２次補正予算成立

社会資本整備総合交付金交付要綱

の改正

「住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」に

緊急的に耐震化を促進すべき区域を定め、

当該区域において、国と地方で30万円／戸を加算
（Ｈ29年度まで）

（財源内訳：国15万円、地方15万円）

■増額の概要

■住宅耐震化緊急促進アクションプログラムとは

地方公共団体が、耐震改修促進計画の下にプログラムを位置
づけ、耐震対策を重点的に実施

ＳＴＥＰ１ 区域の位置づけ

・耐震化を緊急的に実施すべき区域を設定

・各戸訪問の実施時期を計画

ＳＴＥＰ２ 各戸訪問

・各戸訪問の実施

・相談体制の整備

・建築士や施工業者の団体との連携

ＳＴＥＰ３ 耐震改修の実施

・耐震改修の実施（３０万円／戸の加算）

ＳＴＥＰ４ 実績の公表

・訪問戸数、診断実績、改修実績をＨＰに公表



５．江戸川区のアクションプログラム
（平成28年10月策定）

・緊急耐震重点区域として「区内全域」を指定

・訪問により耐震化の必要性と助成制度を説明

・耐震改修工事費助成に３０万円を上乗せ

（平成30年３月31日までに工事着手したものに限る）

・区ＨＰによる実績の公表

緊急耐震重点区域等 対象戸数
訪問実施

期間
備 考

東京都防災都市づくり
推進計画に定める整備
地域

約2,000戸
平成27年度
実施済み

耐震コンサルタント派遣
や精密診断・耐震設計
を済ませているが、改
修工事を実施して
いない住宅

約1,000戸

平成28年度
から

平成32年度

まで

平成25年度以降に耐震コ
ンサルタント派遣や耐震設
計助成を受けたものを優先
して訪問する

東京都の地震に関する地
域危険度調査(第7回)で、

建物倒壊危険度又は災害
時活動困難度を考慮した
総合危険度が高い地域を
優先して訪問する

上記を除く区内全域 約14,000戸

戸建住宅（対象：約17,000戸） （平成27年度末現在）



緊急耐震重点区域等
対象組合数
（戸数）

訪問実施期間 備 考

区内全域

30組合
(3,488戸)

平成21年度から
平成27年度まで

実施済み

耐震アドバイザー
派遣による訪問を
含む

30組合
(2,644戸)

平成28年度から
平成32年度まで

分譲マンション（対象：60管理組合） （平成27年度末現在）

※対象60管理組合の内訳（未診断35組合、診断後改修に至らない25組合）

６．江戸川区の耐震改修工事費助成

■助成割合と限度額

【戸建住宅、木造賃貸住宅】

助成割合 工事費用の最大５０％（住民税非課税世帯は最大２／３）

限度額 木 造 住 宅 課税世帯１００万円 非課税世帯１５０万円

非木造住宅 課税世帯・非課税世帯ともに１５０万円

木造賃貸住宅 １００万円（アパートは１５０万円）

【分譲マンション】

助成割合 工事費用の最大５０％

限度額 １戸あたり最大１００万円

※平成28年10月11日以降に助成申請のあったものは、

上記の金額に３０万円を上乗せ





■３０万円上乗せの効果（費用負担の実例）

７．戸別訪問による耐震化の推進

◆平成28年度 (実施済み）

対象 耐震設計済みで工事未実施の戸建住宅

※対面により、工事費助成制度と３０万円上乗せ

について周知

※工事費用の概算が明らかな場合は、自己負担

が幾らで済むのかを説明

※３０万円上乗せは期間限定、今がチャンス！



◆平成29年度（計画）

対象１ 不燃化特区

（東京都防災都市づくり推進計画に定める

整備地域）

※不燃化推進特定整備事業（まちづくり推進課）

と連携した戸別訪問

※不燃化事業と耐震化事業をまとめたパンフ

レットを作成



■不燃化特区とは ≪平成32年度までの取組≫

東京には、JR山手線外周部を中心に木造住宅密集地域（木

密地域）が広範に分布しており、首都直下地震が発生した場合
に地震火災など大きな被害が想定されています。

「不燃化特区」とは、このような木密地域のうち、特に重点的・
集中的に改善を図る地区を指定し、都と区が連携して不燃化を
強力に推進して「燃え広がらない・燃えない」まちづくりを進める
制度です。

【不燃化特区内の支援制度の概要】

・老朽建築物除却費の助成

・建築設計費及び工事監理費の助成

・建替え等相談への専門家の派遣 ほか

支援制度の内容は各区で異なります。
（東京都都市整備局ＨＰから抜粋）

■江戸川区の不燃化助成制度





対象２ 簡易診断済み（設計未着手）の物件

対象３ 東京都調査による建物倒壊危険度の

高い地域

その他 ・耐震相談会の前倒し実施

・「家具の転倒防止ボランティア」による

助成制度の周知

ご清聴ありがとうございました。




